
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第３８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年３月２７日 ０７時５３分ごろ 

発生場所 静岡県下田市爪
つめ

木
き

埼南方沖 

爪木埼灯台から真方位１７２°５.３海里付近 

（概位 北緯３４°３４.３′ 東経１３９°００.１′） 

事故等調査の経過 平成２５年３月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 KEUM
ケ ム

 YOUNG
ヨ ン

（大韓民国籍）、２,２０３トン 

 ８９０５９７１（ＩＭＯ番号）、TAIYOUNG SHIPPING CO.,LTD. 

Ｂ 漁船 小泉
こいずみ

丸、９.９３トン 

   ＳＯ２－２６４５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、免状不詳 

  航海士Ａ（インドネシア共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央外板に擦過傷 

Ｂ 船首及び球状船首部に圧壊及び亀裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１１人が乗り組み、鉄鋼製品約

１,０３５ｔを積載し、約２４５°（真方位）の針路及び約８.７ノッ

トの速力で航行中、航海士Ａが、船橋当直を行っていたところ、平成

２５年３月２７日０７時５３分ごろ、爪木埼南方沖において、Ａ船の

左舷中央部とＢ船の船首とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、下田市神子元島南方沖の漁場か

ら下田市下田港に向けて北進中、船長Ｂが、前部甲板の船首側で作業

を行いながら航行していたところ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

Ａ船及びＢ船は、それぞれ自航して下田港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 航海士Ａは、衝突直前まで衝突を避けるための動作をとらなかっ

た。 

船長Ｂは、衝突するまでＡ船が接近していることに気付かなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 



 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、爪木埼南方沖を西南西進中、船橋当直中の航海士Ａが、衝

突を避けるための動作をとらなかったことから、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、爪木埼南方沖を北進中、船長Ｂが、前部甲板の船首側で作

業を行っていたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因 本事故は、爪木埼南方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が北進

中、船橋当直中の航海士Ａが衝突を避けるための動作をとらず、ま

た、船長Ｂが前部甲板の船首側で作業を行っていたため、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・衝突を避けるための動作は、十分に余裕のある時期に、早期にと

ること。 

 


